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衆
議
院
議
員
柿
沢
未
途
君
提
出
太
陽
光
発
電
パ
ネ
ル
に
対
す
る
法
定
外
目
的
税
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
柿
沢
未
途
君
提
出
太
陽
光
発
電
パ
ネ
ル
に
対
す
る
法
定
外
目
的
税
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
美
作
市
の
条
例
案
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
同
市
か
ら
総
務
大
臣
に
対
し
て
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た

い
。 


